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消 防 消 第 13 号 

消 防 救 第 18 号 

平成 29 年２月８日 

 

各都道府県知事 

各指定都市市長 

 

 

消防庁次長      

 

 

消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知） 

 

消防法施行規則の一部を改正する省令（平成 29 年総務省令第４号。以下「改

正省令」という。）、消防署の組織の管轄区域を定める件（平成 29 年消防庁告示

第１号。以下「管轄区域告示」という。）、救急隊員の行う応急処置等の基準を

改正する件（平成 29 年消防庁告示２号。以下「応急処置等基準改正告示」とい

う。）、救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有す

る者を定める件を廃止する件（平成 29 年消防庁告示３号。以下「廃止告示」と

いう。）、消防力の整備指針の一部を改正する件（平成 29 年消防庁告示４号。以

下「整備指針改正告示」という。）及び消防学校の教育訓練の基準の一部を改正

する件（平成 29 年消防庁告示５号。以下「教育訓練基準改正告示」という。）

が本日公布されました。（別添） 

今回の改正等は、消防法施行令の一部を改正する政令（平成 28 年政令第 379

号。以下「改正政令」という。）による消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）

の改正に伴い、総務省令で定めることとした、実施計画に記載する事項の規定、

救急業務に関する基礎的な講習の規定及び救急業務に関する基礎的な講習の課

程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者の規定、消防庁長官が定める

こととした消防署の組織の管轄区域の規定その他所要の規定の整備等を行った

ものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されると

ともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知

されるようお願いします。 

また、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村の准救急隊員を含む救

急隊の配置希望状況等を踏まえ、消防学校において、救急業務に関する基礎的

な講習を受講できるようカリキュラムの変更等必要な措置を講じられるようお
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願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基

づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

第一 改正省令に関する事項 

１ 実施計画に記載する事項の規定について 

  改正政令による改正後の消防法施行令（以下「政令」という。）第 44 条第

２項に規定する「消防署又は消防庁長官が定める消防署の組織の管轄区域内

において発生する消防法（昭和 23 年法律 186 号）第２条第９項に規定する

傷病者に係る救急業務の適切な実施を図るための措置として総務省令で定

める事項」は、以下のとおりとしたこと。（改正省令による改正後の消防法

施行規則（昭和 36 年自治省令第６号。以下「規則」という。）第 50 条の２

関係） 

一 政令第 44 条第２項の規定に基づく救急業務を実施する地域及び時間帯

並びに准救急隊員の人数、勤務形態、配置場所その他の実施体制 

二 複数の場所における傷病者の発生、多数の傷病者の発生等の場合に、実

施地域以外の地域から救急現場に必要に応じて救急隊一隊以上を出動さ

せることができる体制の確保に関する事項 

三 医師が救急業務を行う救急隊員及び准救急隊員に対して必要に応じて

指導又は助言を行うことができる体制の確保に関する事項 

四 前３号に掲げるもののほか、救急業務の適切な実施を図るために必要な

事項 

 

２ 救急業務に関する基礎的な講習の規定について 

 政令第 44 条第６項第１号に規定する「救急業務に関する基礎的な講習で

総務省令で定めるもの」は、「救急業務及び救急医学の基礎」、「応急処置の

総論」等の課目及び 92 時間以上の講習としたこと。（規則第 51 条の２の２

関係） 

 

３ 救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した者と同等以上の学識経

験を有する者の規定について 

  政令第 44 条第６項第２号に規定する「救急業務に関し救急業務に関する

基礎的な講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者と同等以上の学

識経験を有する者として総務省令で定める者」は、以下のとおりとしたこと。
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（規則第 51 条の２の３関係） 

一 医師 

二 保健師 

三 看護師 

四 准看護師 

五 救急救命士 

六 規則第 51 条に規定する講習の課程を修了した者 

 

４ 救急業務に関する講習の規定について 

政令第 44 条第５項第１号及び第 44 条の２第３項第１号に規定する「救急

業務に関する講習で総務省令で定めるもの」は、「救急業務及び救急医学の

基礎」、「応急処置の総論」等の課目及び 250 時間以上の講習としたこと。（規

則第 51 条関係） 

 

５ 救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有す

る者の規程について 

政令第 44 条第５項第２号及び第 44 条の２第３項第２号に規定する「救急

業務に関し救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了し

た者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者」は、以下

のとおりとしたこと。（規則第 51 条の２関係） 

一 医師 

二 保健師 

三 看護師 

四 准看護師 

五 救急救命士 

 

第二 管轄区域告示に関する事項 

政令第 44 条第２項に規定する「消防庁長官が定める消防署の組織の管轄

区域」は、以下のとおりとしたこと。 

一 消防署の出張所の管轄区域 

二 消防署の管轄区域であって、当該消防署の出張所の管轄区域以外のもの 

 

第三 応急処置等基準改正告示に関する事項 

１ 准救急隊員が行う観察等について 

准救急隊員は、応急処置を行う前に傷病者の症状に応じて、表情や顔色見

る、傷病者の言動を観察する、出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる
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等の観察等を行うものとしたこと。（応急処置等基準改正告示による改正後

の救急隊員及び准救急隊員の応急処置等の基準（昭和 53 年消防庁告示第２

号。以下「応急処置等基準告示」という。）第５条第２項関係） 

 

２ 准救急隊員が行う応急処置について 

准救急隊員は、応急処置等基準告示第５条第２項及び第３項の観察等の結

果に基づき、傷病者の症状に応じて、口腔内の清拭による気道確保、呼気吹

き込み法による人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ等の応急処置を行うものと

したこと。（応急処置等基準告示第６条第２項関係） 

 

第四 廃止告示に関する事項 

 救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有す

る者を定める件は、平成 29 年３月 31 日限り廃止することとしたこと。 

 

第五 整備指針改正告示に関する事項  

消防力の整備指針（平成 12 年消防庁告示第１号）における救急隊の定義

に准救急隊員を含む救急隊を加え、准救急隊員を含む救急隊の救急自動車に

搭乗する隊員の数の基準を、救急隊員２人及び准救急隊員１人とすることと

したこと。（整備指針改正告示による改正後の消防力の整備指針第２条第 10

号及び第 28 条第２項関係） 

 

第六 教育訓練改正告示に関する事項 

消防学校における消防職員に対する専科教育に准救急科を加え、准救急科

における教育訓練の基準を、救急業務及び医学の基礎、応急処置の総論等の

教科目及び単位時間数 92 時間としたこと。（教育訓練改正告示による改正後

の消防学校の教育訓練の基準（平成 15 年消防庁告示第３号）第５条第２項

第７号関係） 

 

第七 施行期日等に関する事項 

１ 施行期日に関する事項 

 改正省令、管轄区域告示、応急処置等基準改正告示、整備指針改正告示及

び教育訓練基準改正告示は、平成 29 年４月１日から施行することとし、廃

止告示は、公布の日から施行することとしたこと。 

 

２ 経過措置に関する事項 

(1) 改正省令の施行の日前に改正規則による改正前の消防法施行規則（以
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下「旧規則」という。）第 51 条に規定する講習を修了した者については、

規則第 51 条の規定にかかわらず、なお従前の例によることとしたこと。

（改正省令附則第２条関係） 

(2) 改正省令の施行の日前に旧規則第 51 条の２第２号の規定に基づき消

防庁長官が認定した者については、規則 51 条の２の規定にかかわらず、

なお従前の例によることとしたこと。（改正省令附則第３条関係） 

(3) 改正省令の施行の日前に旧規則第 51 条に規定する講習を修了した者

及び旧規則第 51 条の２第２号の規定により消防庁長官が認定した者につ

いては、応急処置等基準告示第５条及び第６条の規定にかかわらず、なお

従前の例によることとしたこと。（応急処置等改正告示附則第２項関係） 
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娩
の
介
助
及
び
分
娩
直
後
の
新
生
児

べ
ん

べ
ん

の
管
理

精
神
障
害

精
神
科
救
急
の
基
礎
的
事
項
、
精
神
科
救
急
へ
の
対
応
、

病
態
の
評
価
及
び
精
神
科
の
治
療

そ
の
他
特
殊
病

切
断
四
肢
の
取
扱
い
、
多
発
外
傷
、
鼻
出
血
、
眼
損
傷
、

態

口
腔
損
傷
、
日
射
病
・
熱
射
病
、
寒
冷
損
傷
、
爆
傷
、
酸

欠
、
潜
函
病
、
急
性
放
射
線
障
害
及
び
動
物
に
よ
る
咬
傷

か
ん

こ
う

・
刺
傷

実
習
及
び
行

救
急
用
資
器
材
の
操
作
法
、
保
管
管
理
及
び
消
毒
、
シ
ミ

三
十
五

事

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
実
習
、
医
療
機
関
及
び
現
場
に
お
け
る
実

地
研
修
並
び
に
入
校
式
・
修
了
式
そ
の
他
の
行
事

合

計

二
百
五
十



六
頁

第
五
十
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
十
四
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
四

十
四
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

医
師

二

保
健
師

三

看
護
師

四

准
看
護
師

五

救
急
救
命
士

第
五
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習
）

第
五
十
一
条
の
二
の
二

令
第
四
十
四
条
第
六
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習

は
、
消
防
庁
長
官
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
次
の
表
に
掲
げ
る
課
目
及
び
時
間
数
以
上
の
も
の
と
す

る
。課

目

分

類

内

容

時

間

数

救
急
業
務
及

救
急
業
務
の
総

救
急
業
務
の
沿
革
及
び
意
義
、
救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊

十
五

び
救
急
医
学

論
及
び
医
学
概

員
の
責
務
等
並
び
に
医
学
概
論

の
基
礎

論



七
頁

解
剖
・
生
理

総
論
、
身
体
各
部
の
名
称
及
び
皮
膚
系
、
筋
骨
格
系
、
呼

吸
系
、
循
環
系
、
泌
尿
系
、
消
化
系
、
神
経
系
、
感
覚
系

、
内
分
泌
系
、
生
殖
系
そ
の
他
の
系

救
急
実
務
及
び

死
亡
事
故
の
取
扱
い
、
救
急
活
動
の
通
信
シ
ス
テ
ム
及
び

関
係
法
規

そ
の
運
用
、
救
急
活
動
の
基
礎
的
事
項
、
救
急
活
動
の
記

録
、
救
急
業
務
の
関
係
機
関
並
び
に
救
急
業
務
の
関
係
法

規

応
急
処
置
の

観
察

総
論
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の
把
握
、
全
身
・
局
所
所
見
の

四
十
二

総
論

把
握
、
受
傷
機
転
の
把
握
及
び
既
往
症
等
の
聴
取

検
査

一
般
検
査
、
生
理
学
的
検
査
及
び
保
守
管
理

応
急
処
置
総
論

心
肺
蘇
生
、
止
血
、
被
覆
、
固
定
、
保
温
、
体
位
管
理
及

び
搬
送

応
急
処
置
各
論

気
道
確
保
、
異
物
除
去
、
人
工
呼
吸
、
胸
骨
圧
迫
心
臓
マ

ッ
サ
ー
ジ
（
人
工
呼
吸
と
の
併
用
を
含
む
。
）
、
酸
素
吸

入
、
直
接
圧
迫
及
び
間
接
圧
迫
に
よ
る
止
血
、
被
覆
、
副

子
固
定
、
在
宅
療
法
継
続
中
の
傷
病
者
搬
送
時
に
お
け
る



八
頁

処
置
の
維
持
、
保
温
、
体
位
管
理
、
各
種
搬
送
並
び
に
救

出

病
態
別
応
急

心
肺
停
止

原
因
、
病
態
生
理
、
病
態
の
把
握
、
応
急
処
置
及
び
病
態

十
五

処
置

シ
ョ
ッ
ク
・
循

の
評
価

環
不
全

意
識
障
害

出
血

一
般
外
傷

頭
部
・
頸
椎
（

け
い

頸
髄
）
損
傷

け
い熱

傷
・
電
撃
傷

中
毒

溺
水

異
物
（
気
道
・

消
化
管
）

特
殊
病
態
別

小
児
・
新
生
児

小
児
及
び
新
生
児
の
基
礎
的
事
項
、
症
状
か
ら
み
た
小
児



九
頁

応
急
処
置

救
急
疾
患
の
重
症
度
判
定
、
小
児
の
事
故
並
び
に
心
肺
蘇

生
法

高
齢
者

高
齢
者
の
基
礎
的
事
項
及
び
シ
ョ
ッ
ク
、
意
識
障
害
、
頭

痛
、
胸
痛
、
呼
吸
困
難
そ
の
他
の
疾
患

産
婦
人
科
・
周

産
婦
人
科
・
周
産
期
の
基
礎
的
事
項
、
救
急
と
関
連
す
る

産
期

産
婦
人
科
疾
患
、
分
娩
の
介
助
及
び
分
娩
直
後
の
新
生
児

べ
ん

べ
ん

の
管
理

精
神
障
害

精
神
科
救
急
の
基
礎
的
事
項
、
精
神
科
救
急
へ
の
対
応
、

病
態
の
評
価
及
び
精
神
科
の
治
療

そ
の
他
特
殊
病

切
断
四
肢
の
取
扱
い
、
多
発
外
傷
、
鼻
出
血
、
眼
損
傷
、

態

口
腔
損
傷
、
日
射
病
・
熱
射
病
、
寒
冷
損
傷
、
爆
傷
、
酸

欠
、
潜
函
病
、
急
性
放
射
線
障
害
及
び
動
物
に
よ
る
咬
傷

か
ん

こ
う

・
刺
傷

実
習
及
び
行

救
急
用
資
器
材
の
操
作
法
、
保
管
管
理
及
び
消
毒
、
シ
ミ

二
十

事

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
実
習
、
医
療
機
関
及
び
現
場
に
お
け
る
実

地
研
修
並
び
に
入
校
式
・
修
了
式
そ
の
他
の
行
事



一
〇
頁

合

計

九
十
二

（
救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
）

第
五
十
一
条
の
二
の
三

令
第
四
十
四
条
第
六
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一

医
師

二

保
健
師

三

看
護
師

四

准
看
護
師

五

救
急
救
命
士

六

第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
消
防

法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は



一
一
頁

、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
消
防
庁
長
官
が
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
定
し

た
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
旧
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
庁
長
官
が
認
定
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

新
令
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

救
急
隊
の
編
成
の
基
準
（
第
五
十
条
―
第
五
十
一
条
の
二
の
三
）

第
六
章

救
急
隊
の
編
成
の
基
準
（
第
五
十
条
―
第
五
十
一
条
の
二

）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

第
六
章

救
急
隊
の
編
成
の
基
準

第
六
章

救
急
隊
の
編
成
の
基
準

（
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

（
新
設
）

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
救
急
業
務
を
実
施
す
る
地
域

（
次
号
に
お
い
て
「
実
施
地
域
」
と
い
う
。
）
及
び
時
間
帯
並
び
に
准
救

急
隊
員
の
人
数
、
勤
務
形
態
、
配
置
場
所
そ
の
他
の
実
施
体
制

二

複
数
の
場
所
に
お
け
る
傷
病
者
の
発
生
、
多
数
の
傷
病
者
の
発
生
等
の

場
合
に
、
実
施
地
域
以
外
の
地
域
か
ら
救
急
現
場
に
必
要
に
応
じ
て
救
急



- 2 -

隊
一
隊
以
上
を
出
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

三

医
師
が
救
急
業
務
を
行
う
救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
に
対
し
て
必
要

に
応
じ
て
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る

事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
急
業
務
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た

め
に
必
要
な
事
項

（
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
）

（
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
）

第
五
十
一
条

令
第
四
十
四
条
第
五
項
第
一
号
及
び
令
第
四
十
四
条
の
二
第
三

第
五
十
一
条

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
令
第
四
十
四
条
の
二
第
三

項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
は
、
消
防
庁
長

項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
は
、
消
防
庁
長

官
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
次
の
表
に
掲
げ
る
課
目
及
び
時

官
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
次
の
表
に
掲
げ
る
課
目
及
び
時

間
数
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
数
以
上
の
も
の
と
す
る
。

課

目

分

類

内

容

時
間
数

課

目

範

囲

時
間
数

救
急
業
務

救
急
業
務
の

救
急
業
務
の
沿
革
及
び
意
義
、

五
十

救
急
業
務

沿
革
、
意
義
、
隊
員
の
責
務
等

時
間

及
び
救
急

総
論
及
び
医

救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
の

の
総
論

四

医
学
の
基

学
概
論

責
務
等
並
び
に
医
学
概
論

礎

応
急
処
置

総
論
、
身
体
各
部
の
名
称
及
び
皮
膚
系
、
骨
格

八

解
剖
・
生
理

総
論
、
身
体
各
部
の
名
称
及
び

に
必
要
な

系
、
筋
系
、
呼
吸
系
、
循
環
系
、
消
化
系
、
泌



- 3 -

皮
膚
系
、
筋
骨
格
系
、
呼
吸
系

解
剖
・
生

尿
系
、
神
経
系
、
感
覚
系
、
生
殖
系
そ
の
他
の

、
循
環
系
、
泌
尿
系
、
消
化
系

理

系

、
神
経
系
、
感
覚
系
、
内
分
泌

系
、
生
殖
系
そ
の
他
の
系

応
急
処
置

観
察
等(

観
察
・
判
断
及
び
既
往
症
等
の
聴
取)

四
十
二

の
基
礎
及

、
心
肺
そ
生(

気
道
確
保
、
異
物
除
去
、
人
工

社
会
保
障
・

社
会
保
障
の
概
念
、
社
会
保
障

び
実
技

呼
吸
、
胸
骨
圧
迫
心
マ
ッ
サ
ー
ジ(

人
工
呼
吸

社
会
福
祉

及
び
社
会
福
祉
の
関
係
法
規
、

と
の
併
用
を
含
む
。)

及
び
酸
素
吸
入)

、
止
血

社
会
福
祉
体
制
並
び
に
医
療
保

(

直
接
圧
迫
及
び
間
接
圧
迫
に
よ
る
止
血)

、
被

険

覆
、
固
定
、
保
温
、
体
位
管
理
及
び
搬
送
等(

各
種
搬
送
、
救
出
及
び
車
内
看
護)

救
急
実
務
及

死
亡
事
故
の
取
扱
い
、
救
急
活

び
関
係
法
規

動
の
通
信
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の

傷
病
別
応

外
傷(

出
血
、
シ
ョ
ッ
ク
、
創
傷
、
頭
部
外
傷

四
十
三

運
用
、
救
急
活
動
の
基
礎
的
事

急
処
置

、
顔
面
外
傷
、
眼
外
傷
、
頸
部
外
傷
、
胸
部
外

け
い

項
、
救
急
活
動
の
記
録
、
救
急

傷
、
腹
部
外
傷
、
性
器
外
傷
、
脊
椎(

脊
髄)

外

せ
き
つ
い

せ
き

業
務
の
関
係
機
関
並
び
に
救
急

傷
、
四
肢
外
傷
及
び
多
発
外
傷)

、
特
殊
傷
病(

業
務
の
関
係
法
規

熱
傷
、
日(

熱)

射
病
、
寒
冷
損
傷
、
電
撃
傷
、

爆
傷
、
酸
欠
、
溺
水
、
潜
函
病
、
急
性
中
毒
、

で
き

か
ん

応
急
処
置

観
察

総
論
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の
把

七
十
三

気
道
等
の
異
物
、
急
性
放
射
線
障
害
及
び
動
物

の
総
論

握
、
全
身
・
局
所
所
見
の
把
握

に
よ
る
咬
傷
・
刺
傷)

及
び
疾
病(

心
発
作
、
意

こ
う

、
受
傷
機
転
の
把
握
及
び
既
往

識
障
害
、
け
い
れ
ん
、
高
熱
、
呼
吸
困
難
、
腹

症
等
の
聴
取

痛
、
性
器
出
血
、
精
神
障
害
及
び
老
人
・
小
児
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の
疾
患)

の
応
急
処
置
並
び
に
分
娩
及
び
新
生

べ
ん

検
査

一
般
検
査
、
生
理
学
的
検
査
並

児
の
取
扱
い

び
に
検
査
機
器
の
原
理
・
構
造

及
び
保
守
管
理

救
急
用
器

救
急
用
器
具
・
材
料
の
操
作
法
、
保
管
・
管
理

七

具
・
材
料

及
び
消
毒

応
急
処
置
総

心
肺
蘇
生
、
止
血
、
被
覆
、
固

の
取
扱
い

論

定
、
保
温
、
体
位
管
理
及
び
搬

送

救
急
実
務

多
数
傷
病
者
発
生
事
故
及
び
死
亡
事
故
の
取
扱

十

及
び
関
係

い
、
救
急
活
動
の
通
信
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の
運

応
急
処
置
各

気
道
確
保
、
異
物
除
去
、
人
工

法
規

用
、
救
急
現
場
に
お
け
る
活
動
要
領
及
び
注
意

論

呼
吸
、
胸
骨
圧
迫
心
臓
マ
ッ
サ

事
項
、
救
急
活
動
の
記
録
並
び
に
救
急
業
務
の

ー
ジ
（
人
工
呼
吸
と
の
併
用
を

関
係
機
関
及
び
関
係
法
規

含
む
。
）
、
酸
素
吸
入
、
直
接

圧
迫
及
び
間
接
圧
迫
に
よ
る
止

実
地
研
修

医
療
機
関
及
び
現
場
に
お
け
る
実
地
研
修
、
実

二
十
一

血
、
被
覆
、
副
子
固
定
、
在
宅

、
教
育
効

技
試
験
及
び
学
科
試
験
並
び
に
開
講
式
、
閉
講

療
法
継
続
中
の
傷
病
者
搬
送
時

果
測
定
及

式
そ
の
他
の
行
事

に
お
け
る
処
置
の
維
持
、
保
温

び
行
事

、
体
位
管
理
、
各
種
搬
送
、
救

出
並
び
に
車
内
看
護

合

計

百
三
十
五

救
急
医
療
・

救
急
医
療
体
制
、
プ
レ
ホ
ス
ピ
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災
害
医
療

タ
ル
・
ケ
ア
を
担
当
す
る
医
療

関
係
者
、
多
数
傷
病
者
発
生
事

故
の
対
応
及
び
ト
リ
ア
ー
ジ

病
態
別
応

心
肺
停
止

原
因
、
病
態
生
理
、
病
態
の
把

六
十
七

急
処
置

握
、
応
急
処
置
及
び
病
態
の
評

シ
ョ
ッ
ク
・

価

循
環
不
全

意
識
障
害

出
血

一
般
外
傷

頭
部
・
頸
椎

け
い

（
頸
髄
）
損

け
い

傷熱
傷
・
電
撃

傷
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中
毒

溺
水

異
物
（
気
道

・
消
化
管
）

特
殊
病
態

小
児
・
新
生

小
児
及
び
新
生
児
の
基
礎
的
事

二
十
五

別
応
急
処

児

項
、
症
状
か
ら
み
た
小
児
救
急

置

疾
患
の
重
症
度
判
定
、
小
児
の

事
故
並
び
に
心
肺
蘇
生
法

高
齢
者

高
齢
者
の
基
礎
的
事
項
及
び
シ

ョ
ッ
ク
、
意
識
障
害
、
頭
痛
、

胸
痛
、
呼
吸
困
難
そ
の
他
の
疾

患

産
婦
人
科
・

産
婦
人
科
・
周
産
期
の
基
礎
的

周
産
期

事
項
、
救
急
と
関
連
す
る
産
婦

人
科
疾
患
、
分
娩
の
介
助
及
び

べ
ん

分
娩
直
後
の
新
生
児
の
管
理

べ
ん
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精
神
障
害

精
神
科
救
急
の
基
礎
的
事
項
、

精
神
科
救
急
へ
の
対
応
、
病
態

の
評
価
及
び
精
神
科
の
治
療

そ
の
他
特
殊

切
断
四
肢
の
取
扱
い
、
多
発
外

病
態

傷
、
鼻
出
血
、
眼
損
傷
、
口
腔

損
傷
、
日
射
病
・
熱
射
病
、
寒

冷
損
傷
、
爆
傷
、
酸
欠
、
潜
函か

ん

病
、
急
性
放
射
線
障
害
及
び
動

物
に
よ
る
咬
傷
・
刺
傷

こ
う

実
習
及
び

救
急
用
資
器
材
の
操
作
法
、
保

三
十
五

行
事

管
管
理
及
び
消
毒
、
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
実
習
、
医
療
機
関
及

び
現
場
に
お
け
る
実
地
研
修
並

び
に
入
校
式
・
修
了
式
そ
の
他

の
行
事

合

計

二
百
五
十
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（
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者

と
同
等
以
上
の
学
識

（
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
と
同
等
以
上
の
学
識

経
験
を
有
す
る
者
）

経
験
を
有
す
る
者
）

第
五
十
一
条
の
二

令
第
四
十
四
条
第
五
項
第
二
号
及
び
令
第
四
十
四
条
の
二

第
五
十
一
条
の
二

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
二
号
及
び
令
第
四
十
四
条
の
二

第
三
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

第
三
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

る
。

一

医
師

一

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

二

保
健
師

る
救
急
救
命
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

三

看
護
師

二

消
防
庁
長
官
が
前
条
に
定
め
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以

四

准
看
護
師

上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

五

救
急
救
命
士

（
救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習
）

第
五
十
一
条
の
二
の
二

令
第
四
十
四
条
第
六
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習
は
、
消
防
庁
長
官
、
都
道
府
県
知
事

又
は
市
町
村
長
が
行
う
次
の
表
に
掲
げ
る
課
目
及
び
時
間
数
以
上
の
も
の
と

す
る
。

課

目

分

類

内

容

時
間
数

救
急
業
務

救
急
業
務
の

救
急
業
務
の
沿
革
及
び
意
義
、

十
五

及
び
救
急

総
論
及
び
医

救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
の
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医
学
の
基

学
概
論

責
務
等
並
び
に
医
学
概
論

礎

解
剖
・
生
理

総
論
、
身
体
各
部
の
名
称
及
び

皮
膚
系
、
筋
骨
格
系
、
呼
吸
系

、
循
環
系
、
泌
尿
系
、
消
化
系

、
神
経
系
、
感
覚
系
、
内
分
泌

系
、
生
殖
系
そ
の
他
の
系

救
急
実
務
及

死
亡
事
故
の
取
扱
い
、
救
急
活

び
関
係
法
規

動
の
通
信
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の

運
用
、
救
急
活
動
の
基
礎
的
事

項
、
救
急
活
動
の
記
録
、
救
急

業
務
の
関
係
機
関
並
び
に
救
急

業
務
の
関
係
法
規

応
急
処
置

観
察

総
論
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の
把

四
十
二

の
総
論

握
、
全
身
・
局
所
所
見
の
把
握

、
受
傷
機
転
の
把
握
及
び
既
往

症
等
の
聴
取

検
査

一
般
検
査
、
生
理
学
的
検
査
及
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び
保
守
管
理

応
急
処
置
総

心
肺
蘇
生
、
止
血
、
被
覆
、
固

論

定
、
保
温
、
体
位
管
理
及
び
搬

送

応
急
処
置
各

気
道
確
保
、
異
物
除
去
、
人
工

論

呼
吸
、
胸
骨
圧
迫
心
臓
マ
ッ
サ

ー
ジ
（
人
工
呼
吸
と
の
併
用
を

含
む
。
）
、
酸
素
吸
入
、
直
接

圧
迫
及
び
間
接
圧
迫
に
よ
る
止

血
、
被
覆
、
副
子
固
定
、
在
宅

療
法
継
続
中
の
傷
病
者
搬
送
時

に
お
け
る
処
置
の
維
持
、
保
温

、
体
位
管
理
、
各
種
搬
送
並
び

に
救
出

病
態
別
応

心
肺
停
止

原
因
、
病
態
生
理
、
病
態
の
把

十
五

急
処
置

握
、
応
急
処
置
及
び
病
態
の
評

シ
ョ
ッ
ク
・

価

循
環
不
全
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意
識
障
害

出
血

一
般
外
傷

頭
部
・
頸
椎

け
い

（
頸
髄
）
損

け
い

傷熱
傷
・
電
撃

傷中
毒

溺
水

異
物
（
気
道

・
消
化
管
）

特
殊
病
態

小
児
・
新
生

小
児
及
び
新
生
児
の
基
礎
的
事
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別
応
急
処

児

項
、
症
状
か
ら
み
た
小
児
救
急

置

疾
患
の
重
症
度
判
定
、
小
児
の

事
故
並
び
に
心
肺
蘇
生
法

高
齢
者

高
齢
者
の
基
礎
的
事
項
及
び
シ

ョ
ッ
ク
、
意
識
障
害
、
頭
痛
、

胸
痛
、
呼
吸
困
難
そ
の
他
の
疾

患

産
婦
人
科
・

産
婦
人
科
・
周
産
期
の
基
礎
的

周
産
期

事
項
、
救
急
と
関
連
す
る
産
婦

人
科
疾
患
、
分
娩
の
介
助
及
び

べ
ん

分
娩
直
後
の
新
生
児
の
管
理

べ
ん

精
神
障
害

精
神
科
救
急
の
基
礎
的
事
項
、

精
神
科
救
急
へ
の
対
応
、
病
態

の
評
価
及
び
精
神
科
の
治
療

そ
の
他
特
殊

切
断
四
肢
の
取
扱
い
、
多
発
外

病
態

傷
、
鼻
出
血
、
眼
損
傷
、
口
腔

損
傷
、
日
射
病
・
熱
射
病
、
寒

冷
損
傷
、
爆
傷
、
酸
欠
、
潜
函か

ん
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病
、
急
性
放
射
線
障
害
及
び
動

物
に
よ
る
咬
傷
・
刺
傷

こ
う

実
習
及
び

救
急
用
資
器
材
の
操
作
法
、
保

二
十

行
事

管
管
理
及
び
消
毒
、
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
実
習
、
医
療
機
関
及

び
現
場
に
お
け
る
実
地
研
修
並

び
に
入
校
式
・
修
了
式
そ
の
他

の
行
事

合

計

九
十
二

（
救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
）

第
五
十
一
条
の
二
の
三

令
第
四
十
四
条
第
六
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

医
師

二

保
健
師

三

看
護
師

四

准
看
護
師
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五

救
急
救
命
士

六

第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者



一
頁

○
消
防
庁
告
示
第
一
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
庁
長
官
が
定

め
る
消
防
署
の
組
織
の
管
轄
区
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

消
防
庁
長
官

青
木

信
之

消
防
署
の
組
織
の
管
轄
区
域
を
定
め
る
件

消
防
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
消
防
署
の
組
織
の
管
轄
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

消
防
署
の
出
張
所
の
管
轄
区
域

二

消
防
署
の
管
轄
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
消
防
署
の
出
張
所
の
管
轄
区
域
外
の
も
の

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



一
頁

○
消
防
庁
告
示
第
二
号

救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
（
昭
和
五
十
三
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

消
防
庁
長
官

青
木

信
之

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準

第
一
条
中
「
救
急
隊
員
」
を
「
救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
定
義
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
政
令
第
三
十
七
号
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
「
令
」

と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
第
四
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

こ
の
基
準
に
お
い
て
准
救
急
隊
員
と
は
、
令
第
四
十
四
条
第
六
項
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

第
三
条
中
「
救
急
隊
員
」
を
「
隊
員
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈨

血
圧
の
状
態

血
圧
計
を
使
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
。

㈩

心
音
及
び
呼
吸

聴
診
器
を
使
用
し
て
心
音
及
び
呼
吸
音
等
を
聴
取
す
る
。

音
等
の
状
態



二
頁

）
十
一

血
中
酸
素
飽

血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
を
使
用
し
て
血
中
酸
素
飽
和
度
を
測
定
す
る
。

（
和
度
の
状
態

）
十
二

心
電
図

心
電
計
及
び
心
電
図
伝
送
装
置
を
使
用
し
て
心
電
図
伝
送
等
を
行
う
。

（

第
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

准
救
急
隊
員
は
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
傷
病
者
の
観
察
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

区

分

方

法

㈠

顔
貌

表
情
や
顔
色
を
見
る
。

ア

傷
病
者
の
言
動
を
観
察
す
る
。

イ

呼
び
か
け
や
皮
膚
の
刺
激
に
対
す
る
反
応
を
調
べ
る
。

㈡

意
識
の
状
態

ウ

瞳
孔
の
大
き
さ
、
左
右
差
、
変
形
の
有
無
を
調
べ
る
。

エ

懐
中
電
灯
等
光
に
対
す
る
瞳
孔
反
応
を
調
べ
る
。



三
頁

㈢

出
血

出
血
の
部
位
、
血
液
の
色
及
び
出
血
の
量
を
調
べ
る
。

橈
骨
動
脈
、
総
頸
動
脈
、
大
腿
動
脈
等
を
指
で
触
れ
、
脈
の
有
無
、
強
さ
、
規

㈣

脈
拍
の
状
態

則
性
、
脈
の
早
さ
を
調
べ
る
。

ア

胸
腹
部
の
動
き
を
調
べ
る
。

㈤

呼
吸
の
状
態

イ

頬
部
及
び
耳
を
傷
病
者
の
鼻
及
び
口
元
に
寄
せ
て
空
気
の
動
き
を
感
じ
と

る
。

皮
膚
や
粘
膜
の
色
及
び
温
度
、
付
着
物
や
吐
物
等
の
有
無
及
び
性
状
、
創
傷
の

㈥

皮
膚
の
状
態

有
無
及
び
性
状
、
発
汗
の
状
態
等
を
調
べ
る
。

㈦

四
肢
の
変
形
や

四
肢
の
変
形
や
運
動
の
状
態
を
調
べ
る
。

運
動
の
状
態

㈧

周
囲
の
状
況

傷
病
発
生
の
原
因
に
関
連
し
た
周
囲
の
状
況
を
観
察
す
る
。

ア

自
動
式
血
圧
計
を
使
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
。

㈨

血
圧
の
状
態

イ

救
急
隊
員
と
連
携
し
て
、
手
動
式
血
圧
計
を
使
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
。

㈩

血
中
酸
素
飽
和

血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
を
使
用
し
て
血
中
酸
素
飽
和
度
を
測
定
す
る
。

度
の
状
態

第
五
条
第
三
項
中
「
救
急
隊
員
」
を
「
隊
員
」
に
改
め
る
。



四
頁

第
六
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
㈠
項
ア

中
「
エ
ァ
ー
ウ
ェ
イ

(ｵ)

」
を
「
エ
ア
ウ
ェ
イ
」
に
改
め
、
同
項
ア
中
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(ｵ)

(ｶ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｳ)
喉
頭
鏡
又
は
鉗
子
等
に
よ
る
異
物
の

(ｴ)
除
去喉

頭
鏡
及
び
異
物
除
去
に
適
し
た
鉗

子
等
を
使
用
し
て
吐
物
及
び
異
物
を
除

去
す
る
。

「

「

手
を
用
い
て
胸
骨
を
く
り
返
し
圧
迫
す
る

第
六
条
第
一
項
の
表
㈠
項
イ
中

を
削
り
、
同
項
ウ
中

を

(ｴ)

こ
と
に
よ
り
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
。

」

手
を
用
い
て
胸
骨
を
く
り
返
し
圧
迫

(ｱ)
す
る
こ
と
に
よ
り
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行

う
。

に
改
め
、
同
表
㈡
項
及
び
㈢
項
中
「
ほ
う
帯
」
を
「
包
帯
」
に
改

自
動
式
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
を
用
い
て

(ｲ)



五
頁

心
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
。

」

め
、
同
表
㈦
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。ア

傷
病
者
の
生
命
の
維
持
又
は
症
状
の
悪
化
の
防
止
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
処
置
を
行
う
。

㈧

そ
の
他

イ

在
宅
療
法
継
続
中
の
傷
病
者
の
搬
送
時
に
、
継
続
さ
れ
て
い
る
療
法

を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
う
。

第
六
条
第
一
項
の
表
中
、
㈥
項
を
㈦
項
と
し
、
㈤
項
を
㈥
項
と
し
、
㈣
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈤

血
圧
の
保
持
に
関
す

シ
ョ
ッ
ク
・
パ
ン
ツ
を
使
用
し
て
血
圧
の
保
持
と
骨
折
肢
の
固
定
を
行
う
。

る
処
置
及
び
骨
折
に
対

す
る
処
置

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

准
救
急
隊
員
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
観
察
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

区

分

方

法

口
腔
内
の
清
拭

(ｱ)

直
接
手
指
又
は
手
指
に
ガ
ー
ゼ
を
巻



六
頁

き
、
異
物
を
口
角
部
か
ら
か
き
出
す
。

口
腔
内
の
吸
引

(ｲ)

口
腔
内
に
あ
る
血
液
や
粘
液
等
を
吸

ア

気
道
確
保

引
器
を
用
い
て
吸
引
し
除
去
す
る
。

咽
頭
異
物
の
除
去

(ｳ)

背
部
叩
打
法
又
は
ハ
イ
ム
リ
ッ
ク
法

に
よ
り
咽
頭
異
物
を
除
去
す
る
。

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
拳
上
法
に
よ

(ｴ)
る
気
道
確
保

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
拳
上
法
で
気

道
を
確
保
す
る
。

㈠

意
識
、
呼
吸
、
循
環

呼
気
吹
き
込
み
法
に
よ
る
人
工
呼
吸

(ｱ)

の
障
害
に
対
す
る
処
置

次
の
方
法
に
よ
り
直
接
傷
病
者
の
口

や
鼻
か
ら
呼
気
を
吹
き
込
む
。

口
対
口
に
よ
る
人
工
呼
吸

a

イ

人
工
呼
吸

口
対
鼻
に
よ
る
人
工
呼
吸

b



七
頁

口
対
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ス
ク
に
よ
る
人

c
工
呼
吸

手
動
式
人
工
呼
吸
器
（
マ
ス
ク
バ
ッ

(ｲ)
グ
人
工
呼
吸
器
）
に
よ
る
人
工
呼
吸

手
動
式
人
工
呼
吸
器
を
用
い
て
人
工

呼
吸
を
行
う
。

ウ

胸
骨
圧
迫
心
マ
ッ
サ

手
を
用
い
て
胸
骨
を
く
り
返
し
圧
迫
す
る

ー
ジ

こ
と
に
よ
り
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
。

自
動
体
外
式
除
細
動
器
に
よ
る
除
細
動
を

エ

除
細
動

行
う
。

救
急
隊
員
と
連
携
し
て
、
加
湿
流
量
計
付

オ

酸
素
吸
入

酸
素
吸
入
装
置
そ
の
他
の
酸
素
吸
入
器
に
よ

る
酸
素
吸
入
を
行
う
。

ア

出
血
部
の
直
接
圧
迫

出
血
部
を
手
指
又
は
包
帯
を
用
い
て
直
接

㈡

外
出
血
の
止
血
に
関

に
よ
る
止
血

圧
迫
し
て
止
血
す
る
。

す
る
処
置

イ

間
接
圧
迫
に
よ
る
止

出
血
部
よ
り
中
枢
側
を
手
指
又
は
止
血
帯



八
頁

血

に
よ
り
圧
迫
し
て
止
血
す
る
。

㈢

創
傷
に
対
す
る
処
置

創
傷
を
ガ
ー
ゼ
等
で
被
覆
し
包
帯
を
す
る
。

㈣

骨
折
に
対
す
る
処
置

副
子
を
用
い
て
骨
折
部
分
を
固
定
す
る
。

㈤

体
位

傷
病
者
の
症
状
や
創
傷
部
の
保
護
等
に
適
し
た
体
位
を
と
る
。

㈥

保
温

毛
布
等
に
よ
り
保
温
す
る
。

傷
病
者
の
生
命
の
維
持
又
は
症
状
の
悪
化
の
防
止
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

㈦

そ
の
他

処
置
を
行
う
。

第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条
中
「
救
急
隊
員
」
を
「
隊
員
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省
令
第
四
号
。
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
令

」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
前
に
改
正
令
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
法
施
行
規
則
（
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い

う
。
）
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
及
び
旧
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
消
防
庁

長
官
が
認
定
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
の
応
急
処
置
等
の
基



九
頁

準
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

◎

救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
（
昭
和
五
三
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準

救
急
隊
員

の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
救
急
隊
員
及
び
准
救
急
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
救
急
隊
員

。
）
の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
も
つ
て
救
急
業

の
行
う
応
急
処
置
等
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
も
つ
て
救
急
業

務
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

務
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
救
急
隊
員
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
基
準
に
お
い
て
救
急
隊
員
と
は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六

第
二
条

こ
の
基
準
に
お
い
て
救
急
隊
員
と
は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六

年
政
令
第
三
十
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
五

年
政
令
第
三
十
七
号

）
第
四
十
四
条
第
三

項
又
は
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

項
又
は
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

２

こ
の
基
準
に
お
い
て
准
救
急
隊
員
と
は
、
令
第
四
十
四
条
第
六
項
に
該
当
す

（
新
設
）

る
者
を
い
う
。

（
応
急
処
置
を
行
う
場
合
）

（
応
急
処
置
を
行
う
場
合
）

第
三
条

隊
員

は
、
傷
病
者
を
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
に
収
容
し
、
又
は

第
三
条

救
急
隊
員
は
、
傷
病
者
を
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
に
収
容
し
、
又
は

救
急
現
場
に
医
師
が
到
着
し
、
傷
病
者
が
医
師
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
ま
で
の

救
急
現
場
に
医
師
が
到
着
し
、
傷
病
者
が
医
師
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
傷
病
者
の
状
態
そ
の
他
の
条
件
か
ら
応
急
処
置
を
施
さ
な
け
れ

間
に
お
い
て
、
傷
病
者
の
状
態
そ
の
他
の
条
件
か
ら
応
急
処
置
を
施
さ
な
け
れ

ば
そ
の
生
命
が
危
険
で
あ
り
、
又
は
そ
の
症
状
が
悪
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
認

ば
そ
の
生
命
が
危
険
で
あ
り
、
又
は
そ
の
症
状
が
悪
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

め
ら
れ
る
場
合
に
応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
観
察
等
）

（
観
察
等
）
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第
五
条

救
急
隊
員
は
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、

第
五
条

救
急
隊
員
は
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
傷
病

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
傷
病

者
の
観
察
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

者
の
観
察
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

区

分

方

法

区

分

方

法

㈠

顔
貌

表
情
や
顔
色
を
見
る
。

㈠

顔
貌

表
情
や
顔
色
を
見
る
。

㈡

意
識
の

ア

傷
病
者
の
言
動
を
観
察
す
る
。

㈡

意
識
の

ア

傷
病
者
の
言
動
を
観
察
す
る
。

状
態

イ

呼
び
か
け
や
皮
膚
の
刺
激
に
対
す
る
反
応
を
調
べ
る

状
態

イ

呼
び
か
け
や
皮
膚
の
刺
激
に
対
す
る
反
応
を
調
べ
る

。

。

ウ

瞳
孔
の
大
き
さ
、
左
右
差
、
変
形
の
有
無
を
調
べ
る

ウ

瞳
孔
の
大
き
さ
、
左
右
差
、
変
形
の
有
無
を
調
べ
る

。

。

エ

懐
中
電
灯
等
光
に
対
す
る
瞳
孔
反
応
を
調
べ
る
。

エ

懐
中
電
灯
等
光
に
対
す
る
瞳
孔
反
応
を
調
べ
る
。

㈢

出
血

出
血
の
部
位
、
血
液
の
色
及
び
出
血
の
量
を
調
べ
る
。

㈢

出
血

出
血
の
部
位
、
血
液
の
色
及
び
出
血
の
量
を
調
べ
る
。

㈣

脈
拍
の

橈
骨
動
脈
、
総
頸
動
脈
、
大
腿
動
脈
等
を
指
で
触
れ
、
脈

㈣

脈
拍
の

橈
骨
動
脈
、
総
頸
動
脈
、
大
腿
動
脈
等
を
指
で
触
れ
、
脈

状
態

の
有
無
、
強
さ
、
規
則
性
、
脈
の
早
さ
を
調
べ
る
。

状
態

の
有
無
、
強
さ
、
規
則
性
、
脈
の
早
さ
を
調
べ
る
。

㈤

呼
吸
の

ア

胸
腹
部
の
動
き
を
調
べ
る
。

㈤

呼
吸
の

ア

胸
腹
部
の
動
き
を
調
べ
る
。

状
態

イ

頬
部
及
び
耳
を
傷
病
者
の
鼻
及
び
口
元
に
寄
せ
て
空

状
態

イ

頬
部
及
び
耳
を
傷
病
者
の
鼻
及
び
口
元
に
寄
せ
て
空

気
の
動
き
を
感
じ
と
る
。

気
の
動
き
を
感
じ
と
る
。

㈥

皮
膚
の

皮
膚
や
粘
膜
の
色
及
び
温
度
、
付
着
物
や
吐
物
等
の
有
無

㈥

皮
膚
の

皮
膚
や
粘
膜
の
色
及
び
温
度
、
付
着
物
や
吐
物
等
の
有
無

状
態

及
び
性
状
、
創
傷
の
有
無
及
び
性
状
、
発
汗
の
状
態
等
を
調

状
態

及
び
性
状
、
創
傷
の
有
無
及
び
性
状
、
発
汗
の
状
態
等
を
調
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べ
る
。

べ
る
。

㈦

四
肢
の

四
肢
の
変
形
や
運
動
の
状
態
を
調
べ
る
。

㈦

四
肢
の

四
肢
の
変
形
や
運
動
の
状
態
を
調
べ
る
。

変
形
や
運

変
形
や
運

動
の
状
態

動
の
状
態

㈧

周
囲
の

傷
病
発
生
の
原
因
に
関
連
し
た
周
囲
の
状
況
を
観
察
す
る

㈧

周
囲
の

傷
病
発
生
の
原
因
に
関
連
し
た
周
囲
の
状
況
を
観
察
す
る

状
況

。

状
況

。

㈨

血
圧
の

血
圧
計
を
使
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
。

（
新
設
）

状
態

㈩

心
音
及

聴
診
器
を
使
用
し
て
心
音
及
び
呼
吸
音
等
を
聴
取
す
る
。

び
呼
吸
音

等
の
状
態

）
十
一

血
中

血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
を
使
用
し
て
血
中
酸
素
飽
和
度

（酸
素
飽
和

を
測
定
す
る
。

度
の
状
態

）
十
二

心
電

心
電
計
及
び
心
電
図
伝
送
装
置
を
使
用
し
て
心
電
図
伝
送

（図

等
を
行
う
。
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２

准
救
急
隊
員
は
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、
次

２

消
防
庁
長
官
、
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
又
は
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
者

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
傷
病
者

が
行
う
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
で
、
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準

の
観
察
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
平
成
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
別
表
第
二
６
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ
れ

と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
救
急
隊
員
は
、
前
項
に

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
傷
病

者
の
観
察
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

区

分

方

法

区

分

方

法

㈠

顔
貌

表
情
や
顔
色
を
見
る
。

㈠

血
圧
の

血
圧
計
を
使
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
。

状
態

㈡

意
識
の

ア

傷
病
者
の
言
動
を
観
察
す
る
。

状
態

イ

呼
び
か
け
や
皮
膚
の
刺
激
に
対
す
る
反
応
を
調
べ
る

㈡

心
音
及

聴
診
器
を
使
用
し
て
心
音
及
び
呼
吸
音
等
を
聴
取
す
る
。

。

び
呼
吸
音

ウ

瞳
孔
の
大
き
さ
、
左
右
差
、
変
形
の
有
無
を
調
べ
る

等
の
状
態

。
エ

懐
中
電
灯
等
光
に
対
す
る
瞳
孔
反
応
を
調
べ
る
。

㈢

出
血

出
血
の
部
位
、
血
液
の
色
及
び
出
血
の
量
を
調
べ
る
。

㈢

血
中
酸
素

血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
を
使
用
し
て
血
中
酸
素
飽
和
度

飽
和
度
の
状

を
測
定
す
る
。

㈣

脈
拍
の

橈
骨
動
脈
、
総
頸
動
脈
、
大
腿
動
脈
等
を
指
で
触
れ
、
脈

態

状
態

の
有
無
、
強
さ
、
規
則
性
、
脈
の
早
さ
を
調
べ
る
。

㈣

心
電
図

心
電
計
及
び
心
電
図
伝
送
装
置
を
使
用
し
て
心
電
図
伝
送

㈤

呼
吸
の

ア

胸
腹
部
の
動
き
を
調
べ
る
。

等
を
行
う
。
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状
態

イ

頬
部
及
び
耳
を
傷
病
者
の
鼻
及
び
口
元
に
寄
せ
て
空

気
の
動
き
を
感
じ
と
る
。

㈥

皮
膚
の

皮
膚
や
粘
膜
の
色
及
び
温
度
、
付
着
物
や
吐
物
等
の
有
無

状
態

及
び
性
状
、
創
傷
の
有
無
及
び
性
状
、
発
汗
の
状
態
等
を
調

べ
る
。

㈦

四
肢
の

四
肢
の
変
形
や
運
動
の
状
態
を
調
べ
る
。

変
形
や
運

動
の
状
態

㈧

周
囲
の

傷
病
発
生
の
原
因
に
関
連
し
た
周
囲
の
状
況
を
観
察
す
る

状
況

。

㈨

血
圧
の

ア

自
動
式
血
圧
計
を
使
用
し
て
血
圧
を
測
定
す
る
。

状
態

イ

救
急
隊
員
と
連
携
し
て
、
手
動
式
血
圧
計
を
使
用
し

て
血
圧
を
測
定
す
る
。

㈩

血
中
酸

血
中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
を
使
用
し
て
血
中
酸
素
飽
和
度

素
飽
和
度

を
測
定
す
る
。

の
状
態

３

隊
員

は
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
本
人
又
は
家
族
そ
の
他
の

３

救
急
隊
員
は
、
応
急
処
置
を
行
う
前
に
、
傷
病
者
本
人
又
は
家
族
そ
の
他
の

関
係
者
か
ら
主
訴
、
原
因
、
既
往
症
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。

関
係
者
か
ら
主
訴
、
原
因
、
既
往
症
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。

（
応
急
処
置
の
方
法
）

（
応
急
処
置
の
方
法
）
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第
六
条

救
急
隊
員
は
、
前
条
第
一
項
の
観
察
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
傷
病
者
の

第
六
条

救
急
隊
員
は
、
前
条

の
観
察
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
傷
病
者
の

症
状
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と

症
状
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
従
い
応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
ろ
に
従
い
応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

区

分

方

法

区

分

方

法

㈠

意
識
、

ア

気
道
確
保

口
腔
内
の
清
拭

㈠

意
識
、

ア

気
道
確
保

口
腔
内
の
清
拭

(ｱ)

(ｱ)

呼
吸
、
循

直
接
手
指
又
は
手
指
に
ガ
ー

呼
吸
、
循

直
接
手
指
又
は
手
指
に
ガ
ー

環
の
障
害

ゼ
を
巻
き
、
異
物
を
口
角
部
か

環
の
障
害

ゼ
を
巻
き
、
異
物
を
口
角
部
か

に
対
す
る

ら
か
き
出
す
。

に
対
す
る

ら
か
き
出
す
。

処
置

口
腔
内
の
吸
引

処
置

口
腔
内
の
吸
引

(ｲ)

(ｲ)

口
腔
内
に
あ
る
血
液
や
粘
液

口
腔
内
に
あ
る
血
液
や
粘
液

等
を
吸
引
器
を
用
い
て
吸
引
し

等
を
吸
引
器
を
用
い
て
吸
引
し

除
去
す
る
。

除
去
す
る
。

咽
頭
異
物
の
除
去

咽
頭
異
物
の
除
去

(ｳ)

(ｳ)

背
部
叩
打
法
又
は
ハ
イ
ム
リ

背
部
叩
打
法
又
は
ハ
イ
ム
リ

ッ
ク
法
に
よ
り
咽
頭
異
物
を
除

ッ
ク
法
に
よ
り
咽
頭
異
物
を
除

去
す
る
。

去
す
る
。

喉
頭
鏡
又
は
鉗
子
等
に
よ
る

（
新
設
）

(ｴ)
異
物
の
除
去

喉
頭
鏡
及
び
異
物
除
去
に
適

し
た
鉗
子
等
を
使
用
し
て
吐
物

及
び
異
物
を
除
去
す
る
。

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
挙
上

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
挙
上

(ｵ)

(ｴ)

法
に
よ
る
気
道
確
保

法
に
よ
る
気
道
確
保

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
挙
上

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
挙
上
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法
で
気
道
を
確
保
す
る
。

法
で
気
道
を
確
保
す
る
。

エ
ア
ウ
ェ
イ

に
よ
る
気
道

エ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
に
よ
る
気
道

(ｶ)

(ｵ)

確
保

確
保

気
道
確
保
を
容
易
に
す
る
た

気
道
確
保
を
容
易
に
す
る
た

め
エ
ア
ウ
ェ
イ

を
挿
入
す
る

め
エ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
を
挿
入
す
る

。

。

イ

人
工
呼
吸

呼
気
吹
き
込
み
法
に
よ
る
人

イ

人
工
呼
吸

呼
気
吹
き
込
み
法
に
よ
る
人

(ｱ)

(ｱ)

工
呼
吸

工
呼
吸

次
の
方
法
に
よ
り
直
接
傷
病

次
の
方
法
に
よ
り
直
接
傷
病

者
の
口
や
鼻
か
ら
呼
気
を
吹
き

者
の
口
や
鼻
か
ら
呼
気
を
吹
き

込
む
。

込
む
。

口
対
口
に
よ
る
人
工
呼
吸

口
対
口
に
よ
る
人
工
呼
吸

a

a

口
対
鼻
に
よ
る
人
工
呼
吸

口
対
鼻
に
よ
る
人
工
呼
吸

b

b

口
対
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ス
ク
に

口
対
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ス
ク
に

c

c

よ
る
人
工
呼
吸

よ
る
人
工
呼
吸

手
動
式
人
工
呼
吸
器
（
マ
ス

手
動
式
人
工
呼
吸
器
（
マ
ス

(ｲ)

(ｲ)

ク
バ
ッ
グ
人
工
呼
吸
器
）
に
よ

ク
バ
ッ
グ
人
工
呼
吸
器
）
に
よ

る
人
工
呼
吸

る
人
工
呼
吸

手
動
式
人
工
呼
吸
器
を
用
い

手
動
式
人
工
呼
吸
器
を
用
い

て
人
工
呼
吸
を
行
う
。

て
人
工
呼
吸
を
行
う
。

自
動
式
人
工
呼
吸
器
に
よ
る

自
動
式
人
工
呼
吸
器
に
よ
る

(ｳ)

(ｳ)

人
工
呼
吸

人
工
呼
吸

自
動
式
人
工
呼
吸
器
を
用
い

自
動
式
人
工
呼
吸
器
を
用
い

て
人
工
呼
吸
を
行
う
。

て
人
工
呼
吸
を
行
う
。

（
削
除
）

用
手
人
工
呼
吸

(ｴ)
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ジ
ル
ベ
ス
タ
ー
法
変
法
又
は

ア
イ
ブ
イ
法
等
に
よ
り
人
工
呼

吸
を
行
う
。

ウ

胸
骨
圧
迫
心
マ

手
を
用
い
て
胸
骨
を
く
り
返

ウ

胸
骨
圧
迫
心
マ

手
を
用
い
て
胸
骨
を
く
り
返
し
圧

(ｱ)

ッ
サ
ー
ジ

し
圧
迫
す
る
こ
と
に
よ
り
心
マ

ッ
サ
ー
ジ

迫
す
る
こ
と
に
よ
り
心
マ
ッ
サ
ー
ジ

ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
。

を
行
う
。

自
動
式
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
を

(ｲ)
用
い
て
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う

。

エ

除
細
動

自
動
体
外
式
除
細
動
器
に
よ
る

エ

除
細
動

自
動
体
外
式
除
細
動
器
に
よ
る
除

除
細
動
を
行
う
。

細
動
を
行
う
。

オ

酸
素
吸
入

加
湿
流
量
計
付
酸
素
吸
入
装
置

オ

酸
素
吸
入

加
湿
流
量
計
付
酸
素
吸
入
装
置
そ

そ
の
他
の
酸
素
吸
入
器
に
よ
る
酸

の
他
の
酸
素
吸
入
器
に
よ
る
酸
素
吸

素
吸
入
を
行
う
。

入
を
行
う
。

㈡

外
出
血

ア

出
血
部
の
直

出
血
部
を
手
指
又
は
包
帯

を

㈡

外
出
血

ア

出
血
部
の
直

出
血
部
を
手
指
又
は
ほ
う
帯
を

の
止
血
に

接
圧
迫
に
よ
る

用
い
て
直
接
圧
迫
し
て
止
血
す
る

の
止
血
に

接
圧
迫
に
よ
る

用
い
て
直
接
圧
迫
し
て
止
血
す
る

関
す
る
処

止
血

。

関
す
る
処

止
血

。

置

置

イ

間
接
圧
迫
に

出
血
部
よ
り
中
枢
側
を
手
指
又

イ

間
接
圧
迫
に

出
血
部
よ
り
中
枢
側
を
手
指
又

よ
る
止
血

は
止
血
帯
に
よ
り
圧
迫
し
て
止
血

よ
る
止
血

は
止
血
帯
に
よ
り
圧
迫
し
て
止
血

す
る
。

す
る
。
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㈢

創
傷
に

創
傷
を
ガ
ー
ゼ
等
で
被
覆
し
包
帯

を
す
る
。

㈢

創
傷
に

創
傷
を
ガ
ー
ゼ
等
で
被
覆
し
ほ
う
帯
を
す
る
。

対
す
る
処

対
す
る
処

置

置

㈣

骨
折
に

副
子
を
用
い
て
骨
折
部
分
を
固
定
す
る
。

㈣

骨
折
に

副
子
を
用
い
て
骨
折
部
分
を
固
定
す
る
。

対
す
る
処

対
す
る
処

置

置

㈤

血
圧
の

シ
ョ
ッ
ク
・
パ
ン
ツ
を
使
用
し
て
血
圧
の
保
持
と
骨
折
肢

（
新
設
）

保
持
に
関

の
固
定
を
行
う
。

す
る
処
置

及
び
骨
折

に
対
す
る

処
置

㈥

体
位

傷
病
者
の
症
状
や
創
傷
部
の
保
護
等
に
適
し
た
体
位
を
と

㈤

体
位

傷
病
者
の
症
状
や
創
傷
部
の
保
護
等
に
適
し
た
体
位
を
と

る
。

る
。

㈦

保
温

毛
布
等
に
よ
り
保
温
す
る
。

㈥

保
温

毛
布
等
に
よ
り
保
温
す
る
。

㈧

そ
の
他

ア

傷
病
者
の
生
命
の
維
持
又
は
症
状
の
悪
化
の
防
止
に

㈦

そ
の
他

傷
病
者
の
生
命
の
維
持
又
は
症
状
の
悪
化
の
防
止
に
必
要

必
要
と
認
め
ら
れ
る
処
置
を
行
う
。

と
認
め
ら
れ
る
処
置
を
行
う
。

イ

在
宅
療
法
継
続
中
の
傷
病
者
の
搬
送
時
に
、
継
続
さ

れ
て
い
る
療
法
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行

う
。
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２

准
救
急
隊
員
は
、
前
条
第
二
項
の
観
察
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
傷
病
者
の
症

２

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
員
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前

状
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ

条
の
観
察
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
傷
病
者
の
症
状
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄

ろ
に
従
い
応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
応
急
処
置
を
行
う
も

の
と
す
る
。

区

分

方

法

区

分

方

法

㈠

意
識
、

ア

気
道
確
保

口
腔
内
の
清
拭

㈠

意
識
、
呼

ア

気
道
確
保

吐
物
及
び
異
物
の
除
去

(ｱ)

(ｱ)

呼
吸
、
循

直
接
手
指
又
は
手
指
に
ガ
ー

吸
、
循
環
の

喉
頭
鏡
及
び
異
物
除
去
に
適

環
の
障
害

ゼ
を
巻
き
、
異
物
を
口
角
部
か

障
害
に
対
す

し
た
鉗
子
等
を
使
用
し
て
吐
物

に
対
す
る

ら
か
き
出
す
。

る
処
置

及
び
異
物
を
除
去
す
る
。

処
置

口
腔
内
の
吸
引

経
鼻
エ
ア
ー
ウ
ェ
イ
に
よ
る

(ｲ)

(ｲ)

口
腔
内
に
あ
る
血
液
や
粘
液

気
道
確
保

等
を
吸
引
器
を
用
い
て
吸
引
し

気
道
確
保
を
容
易
に
す
る
た

除
去
す
る
。

め
経
鼻
エ
ア
ー
ウ
ェ
イ
を
挿
入

咽
頭
異
物
の
除
去

す
る
。

(ｳ)

背
部
叩
打
法
又
は
ハ
イ
ム
リ

ッ
ク
法
に
よ
り
咽
頭
異
物
を
除

イ

胸
骨
圧
迫
心

自
動
式
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
を
用
い

去
す
る
。

マ
ッ
サ
ー
ジ

て
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
う
。

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
拳
上

(ｴ)
法
に
よ
る
気
道
確
保

㈡

血
圧
の
保

シ
ョ
ッ
ク
・
パ
ン
ツ
を
使
用
し
て
血
圧
の
保
持
と
骨
折

頭
部
後
屈
法
又
は
下
顎
拳
上

持
に
関
す
る

肢
の
固
定
を
行
う
。

法
で
気
道
を
確
保
す
る
。

処
置
並
び
に

骨
折
に
対
す

イ

人
工
呼
吸

呼
気
吹
き
込
み
法
に
よ
る
人

る
処
置

(ｱ)
工
呼
吸
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次
の
方
法
に
よ
り
直
接
傷
病

㈢

そ
の
他

在
宅
療
法
継
続
中
の
傷
病
者
の
搬
送
時
に
、
継
続
さ
れ

者
の
口
や
鼻
か
ら
呼
気
を
吹
き

て
い
る
療
法
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
行
う
。

込
む
。口

対
口
に
よ
る
人
工
呼
吸

a

口
対
鼻
に
よ
る
人
工
呼
吸

b

口
対
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ス
ク
に

c
よ
る
人
工
呼
吸

手
動
式
人
工
呼
吸
器
（
マ
ス

(ｲ)
ク
バ
ッ
グ
人
工
呼
吸
器
）
に
よ

る
人
工
呼
吸

手
動
式
人
工
呼
吸
器
を
用
い

て
人
工
呼
吸
を
行
う
。

ウ

胸
骨
圧
迫
心

手
を
用
い
て
胸
骨
を
く
り
返
し
圧

マ
ッ
サ
ー
ジ

迫
す
る
こ
と
に
よ
り
心
マ
ッ
サ
ー
ジ

を
行
う
。

エ

除
細
動

自
動
体
外
式
除
細
動
器
に
よ
る
除

細
動
を
行
う
。

オ

酸
素
吸
入

救
急
隊
員
と
連
携
し
て
、
加
湿
流

量
計
付
酸
素
吸
入
装
置
そ
の
他
の
酸

素
吸
入
器
に
よ
る
酸
素
吸
入
を
行
う

。

㈡

外
出
血

ア

出
血
部
の
直

出
血
部
を
手
指
又
は
包
帯
を
用
い
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の
止
血
に

接
圧
迫
に
よ
る

て
直
接
圧
迫
し
て
止
血
す
る
。

関
す
る
処

止
血

置

イ

間
接
圧
迫
に

出
血
部
よ
り
中
枢
側
を
手
指
又
は

よ
る
止
血

止
血
帯
に
よ
り
圧
迫
し
て
止
血
す
る

。

㈢

創
傷
に

創
傷
を
ガ
ー
ゼ
等
で
被
覆
し
包
帯
を
す
る
。

対
す
る
処

置
㈣

骨
折
に

副
子
を
用
い
て
骨
折
部
分
を
固
定
す
る
。

対
す
る
処

置
㈤

体
位

傷
病
者
の
症
状
や
創
傷
部
の
保
護
等
に
適
し
た
体
位
を
と

る
。

㈥

保
温

毛
布
等
に
よ
り
保
温
す
る
。

㈦

そ
の
他

傷
病
者
の
生
命
の
維
持
又
は
症
状
の
悪
化
の
防
止
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
処
置
を
行
う
。

３

救
急
救
命
士
（
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第

３

救
急
救
命
士
（
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
救
急
救
命
士
を
い
う
。
）
の
資
格
を
有
す
る
隊
員

は
、

二
項
に
規
定
す
る
救
急
救
命
士
を
い
う
。
）
の
資
格
を
有
す
る
救
急
隊
員
は
、

前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
急
救
命
士
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
二
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
急
救
命
士
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、



- 13 -

応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
医
師
の
指
示
の
下
に
行
う
応
急
処
置
）

（
医
師
の
指
示
の
下
に
行
う
応
急
処
置
）

第
七
条

傷
病
者
が
医
師
の
管
理
下
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
医
師
の
指
示
が
あ
る

第
七
条

傷
病
者
が
医
師
の
管
理
下
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
医
師
の
指
示
が
あ
る

と
き
は
、
隊
員

は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
な
く
医
師
の
指
示
に
従
い

と
き
は
、
救
急
隊
員
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
な
く
医
師
の
指
示
に
従
い

応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

応
急
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。



一
頁

○
消
防
庁
告
示
第
三
号

昭
和
五
十
七
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
（
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験

を
有
す
る
者
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

消
防
庁
長
官

青
木

信
之



○
消
防
庁
告
示
第
四
号

消
防
力
の
整
備
指
針(

平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

消
防
庁
長
官

青
木

信
之

第
二
条
第
七
号
中
「
第
二
条
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
条
第
九
号
」
を
「
第
二
条

第
九
項
」
に
、
「
消
防
吏
員
」
を
「
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る

消
防
吏
員
（
以
下
「
救
急
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
一
隊
又
は
救
急
隊
員
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
消
防
職
員
（
第
二
十
八

条
に
お
い
て
「
准
救
急
隊
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
」
を
「
消
防
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
救
急
隊
の
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、

「
及
び
第
三
項
」
を
「
並
び
に
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び

第
二
項
」
を
加
え
、
「
救
急
隊
の
隊
員
」
を
「
救
急
隊
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
救
急
隊



の
隊
員
」
を
「
救
急
隊
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

消
防
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
の
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
隊
員
の
数
は
、
救
急
隊
員
二
人
及

び
准
救
急
隊
員
一
人
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
救
急
隊
の
隊
員
と
」
を
「
救
急
隊
員
と
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
救
急
隊
の
隊
員
」
を
「
救
急
隊
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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消
防
力
の
整
備
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

◎

消
防
力
の
整
備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

消
防
隊

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
八

七

消
防
隊

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
八

項
に
規
定
す
る
消
防
隊
の
う
ち
、
救
助
隊
及
び
指
揮
隊
以
外
の
も
の
を
い
う

号
に
規
定
す
る
消
防
隊
の
う
ち
、
救
助
隊
及
び
指
揮
隊
以
外
の
も
の
を
い
う

。

。

八
～
九

（
略
）

八
～
九

（
略
）

十

救
急
隊

消
防
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
業
務
を
行
う
消
防
法

十

救
急
隊

消
防
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
救
急
業
務
を
行
う
消
防
吏

施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
五
項
に
規
定

員

す
る
消
防
吏
員
（
以
下
「
救
急
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
一
隊
又
は
救
急
隊
員

及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
消
防
職
員
（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
准
救

急
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
一
隊
を
い
う
。

の
一
隊
を
い
う
。

（
旅
館
等
の
割
合
の
大
き
い
市
街
地
及
び
準
市
街
地
の
特
例
）

（
旅
館
等
の
割
合
の
大
き
い
市
街
地
及
び
準
市
街
地
の
特
例
）

第
六
条

市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け
る
消
防
法
施
行
令

第
六
条

市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け
る
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三

別
表
第
一
（
以
下
「
令
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定

十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
（
以
下
「
令
別
表
」
と
い
う
。
）
に
定

め
る
（
五
）
項
イ
の
防
火
対
象
物
の
数
の
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域

め
る
（
五
）
項
イ
の
防
火
対
象
物
の
数
の
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域

内
の
人
口
に
対
す
る
割
合
が
、
他
の
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け

内
の
人
口
に
対
す
る
割
合
が
、
他
の
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
に
お
け

る
割
合
に
比
し
て
著
し
く
大
き
い
と
き
は
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適

る
割
合
に
比
し
て
著
し
く
大
き
い
と
き
は
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
、
次
の
算

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区
域
内
の
人
口
に
、
次
の
算
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式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
人
口
を
加
え
た
数
を
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区

式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
人
口
を
加
え
た
数
を
当
該
市
街
地
又
は
準
市
街
地
の
区

域
内
の
人
口
と
み
な
す
。

域
内
の
人
口
と
み
な
す
。

（
略
）

（
略
）

（
救
急
隊
の
隊
員
）

（
救
急
隊
の
隊
員
）

第
二
十
八
条

消
防
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
の
救
急

第
二
十
八
条

救
急

自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
員

の
数
は
、
救
急
自
動
車
一
台
に
つ
き
三
人

自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
数
は
、
救
急
自
動
車
一
台
に
つ
き
三
人

と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
者
を
一
の
医
療
機
関
か
ら
他
の
医
療
機
関
へ
搬
送
す

と
す
る
。
た
だ
し
、
傷
病
者
を
一
の
医
療
機
関
か
ら
他
の
医
療
機
関
へ
搬
送
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
医
師
、
看
護
師
、
准
看

る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
医
師
、
看
護
師
、
准
看

護
師
又
は
救
急
救
命
士
が
救
急
自
動
車
に
同
乗
し
て
い
る
と
き
は
、
救
急
自
動

護
師
又
は
救
急
救
命
士
が
救
急
自
動
車
に
同
乗
し
て
い
る
と
き
は
、
救
急
自
動

車
一
台
に
つ
き
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

車
一
台
に
つ
き
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

消
防
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
の
救
急
自
動
車
に

搭
乗
す
る
隊
員
の
数
は
、
救
急
隊
員
二
人
及
び
准
救
急
隊
員
一
人
と
す
る
。

３

救
急
業
務
の
対
象
と
な
る
事
案
が
特
に
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実

２

救
急
業
務
の
対
象
と
な
る
事
案
が
特
に
多
い
地
域
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員

情
に
応
じ
て
前
項

の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員

の
代
替
要
員
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

の
代
替
要
員
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

４

救
急
用
航
空
機
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
員

の
数
は
、
救
急
用
航
空
機
一
機

３

救
急
用
航
空
機
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
数
は
、
救
急
用
航
空
機
一
機

に
つ
き
二
人
と
す
る
。

に
つ
き
二
人
と
す
る
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
員

４

第
一
項

の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊

の
う
ち
、
一
人
は
、
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る

員
の
う
ち
、
一
人
は
、
消
防
士
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
者
と
す
る
も
の
と
す
る

。

。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
並
び
に
第
四
項
の
規
定
に

５

第
一
項

の
規
定
に
よ
る
救
急
自
動
車
及
び
第
三
項

の
規
定
に

よ
る
救
急
用
航
空
機
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
救

よ
る
救
急
用
航
空
機
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
救

急
救
命
士
と
す
る
も
の
と
す
る
。

急
救
命
士
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
兼
務
の
基
準
）

（
兼
務
の
基
準
）



- 3 -

第
三
十
三
条

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
及
び
救

第
三
十
三
条

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
及
び
救

急
自
動
車
を
配
置
し
た
消
防
本
部
又
は
署
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
、
当
該
救

急
自
動
車
を
配
置
し
た
消
防
本
部
又
は
署
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
、
当
該
救

急
自
動
車
の
出
動
中
に
火
災
が
発
生
す
る
頻
度
が
お
お
む
ね
二
年
に
一
回
以
下

急
自
動
車
の
出
動
中
に
火
災
が
発
生
す
る
頻
度
が
お
お
む
ね
二
年
に
一
回
以
下

で
あ
り
、
当
該
救
急
自
動
車
が
出
動
中
で
あ
っ
て
も
当
該
消
防
本
部
又
は
当
該

で
あ
り
、
当
該
救
急
自
動
車
が
出
動
中
で
あ
っ
て
も
当
該
消
防
本
部
又
は
当
該

署
所
ご
と
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
の
速
や

署
所
ご
と
に
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
の
速
や

か
な
出
動
に
必
要
な
消
防
隊
の
隊
員
を
確
保
で
き
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車

か
な
出
動
に
必
要
な
消
防
隊
の
隊
員
を
確
保
で
き
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車

に
搭
乗
す
る
専
任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に

に
搭
乗
す
る
専
任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
に
搭
乗
す

は
、
当
該
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は
化
学
消
防
車
に
搭
乗
す

る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
員
と

兼
ね
る
こ

る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救
急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
み
な

２

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
と
み
な

さ
れ
る
化
学
消
防
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
救
急
自

さ
れ
る
化
学
消
防
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
救
急
自

動
車
を
配
置
し
た
都
市
部
の
署
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
当
該
救
急
自
動
車
の

動
車
を
配
置
し
た
都
市
部
の
署
所
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
当
該
救
急
自
動
車
の

出
動
中
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
署
所
と
そ
の
管
轄
区
域
が

出
動
中
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
署
所
と
そ
の
管
轄
区
域
が

隣
接
す
る
消
防
署
又
は
そ
の
出
張
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
隣
接
署
所
」

隣
接
す
る
消
防
署
又
は
そ
の
出
張
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
隣
接
署
所
」

と
い
う
。
）
に
配
置
さ
れ
た
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
出
動
に
よ
っ
て
延
焼
防
止

と
い
う
。
）
に
配
置
さ
れ
た
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
出
動
に
よ
っ
て
延
焼
防
止

の
た
め
の
消
防
活
動
を
支
障
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
、
当
該
署
所
の
消
防
ポ
ン

の
た
め
の
消
防
活
動
を
支
障
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
、
当
該
署
所
の
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
及
び
救
急
自
動
車
の
出
動
状
況
等
を
隣
接
署
所
に
お
い
て
常
時
把
握

プ
自
動
車
及
び
救
急
自
動
車
の
出
動
状
況
等
を
隣
接
署
所
に
お
い
て
常
時
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
専

す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
専

任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
防

任
の
救
急
隊
の
隊
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
防

ポ
ン
プ
自
動
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救

ポ
ン
プ
自
動
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
は
、
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救

急
隊
員
と

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
４

（
略
）

３
～
４

（
略
）

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
消
防
職
員
の
総
数
）

（
消
防
本
部
及
び
署
所
の
消
防
職
員
の
総
数
）

第
三
十
四
条

消
防
本
部
及
び
署
所
に
お
け
る
消
防
職
員
の
総
数
は
、
次
の
各
号

第
三
十
四
条

消
防
本
部
及
び
署
所
に
お
け
る
消
防
職
員
の
総
数
は
、
次
の
各
号
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に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
勤
務
の
体
制
、
業
務
の
執

に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
、
勤
務
の
体
制
、
業
務
の
執

行
体
制
、
年
次
休
暇
及
び
教
育
訓
練
の
日
数
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

行
体
制
、
年
次
休
暇
及
び
教
育
訓
練
の
日
数
等
を
勘
案
し
た
数
と
す
る
。

一

消
防
本
部
及
び
署
所
の
管
理
す
る
消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
非
常
用
消
防

一

消
防
本
部
及
び
署
所
の
管
理
す
る
消
防
用
自
動
車
等
の
う
ち
非
常
用
消
防

用
自
動
車
等
以
外
の
も
の
を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
、
救
急

用
自
動
車
等
以
外
の
も
の
を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
、
救
急

隊
、
救
助
隊
及
び
指
揮
隊
の
隊
員
の
数
（
た
だ
し
、
消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い

隊
、
救
助
隊
及
び
指
揮
隊
の
隊
員
の
数
（
た
だ
し
、
消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い

て
は
、
火
災
の
鎮
圧
等
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
消
防
用
自
動
車
等
の
う

て
は
、
火
災
の
鎮
圧
等
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
消
防
用
自
動
車
等
の
う

ち
複
数
の
も
の
に
つ
い
て
、
一
の
消
防
隊
が
搭
乗
す
る
こ
と
を
、
消
防
本
部

ち
複
数
の
も
の
に
つ
い
て
、
一
の
消
防
隊
が
搭
乗
す
る
こ
と
を
、
消
防
本
部

の
規
模
及
び
消
防
用
自
動
車
等
の
保
有
状
況
等
を
勘
案
し
て
消
防
庁
長
官
が

の
規
模
及
び
消
防
用
自
動
車
等
の
保
有
状
況
等
を
勘
案
し
て
消
防
庁
長
官
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

複
数
の
も
の
そ
れ
ぞ
れ
を
常
時
運
用
す
る
と
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

複
数
の
も
の
そ
れ
ぞ
れ
を
常
時
運
用
す
る
と
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
必
要
と
な
る
消
防
隊
の
隊
員
の
数
の
う
ち

大
の
も
の
と
す
る
。
）

い
て
必
要
と
な
る
消
防
隊
の
隊
員
の
数
の
う
ち

大
の
も
の
と
す
る
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
職
員
の
総
数
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
職
員
の
総
数
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車

又
は
化
学
消
防
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
が
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救

又
は
化
学
消
防
車
に
搭
乗
す
る
消
防
隊
の
隊
員
が
救
急
自
動
車
に
搭
乗
す
る
救

急
隊
員

と
兼
ね
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
中
「
た
だ
し
」
と
あ

急
隊
の
隊
員
と
兼
ね
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
中
「
た
だ
し
」
と
あ

る
の
は
「
た
だ
し
、
救
急
隊
員

を
兼
ね
る
消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い
て
は
、

る
の
は
「
た
だ
し
、
救
急
隊
の
隊
員
を
兼
ね
る
消
防
隊
の
隊
員
に
つ
い
て
は
、

当
該
消
防
隊
の
隊
員
が
搭
乗
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は

当
該
消
防
隊
の
隊
員
が
搭
乗
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
は
し
ご
自
動
車
又
は

化
学
消
防
車
を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
の
隊
員
の
数
と
し
」
と

化
学
消
防
車
を
常
時
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
消
防
隊
の
隊
員
の
数
と
し
」
と

、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
予
防
要
員
に
つ
い
て
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て

、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
予
防
要
員
に
つ
い
て
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
三
号
中
「
予
防
要
員
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
予

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
三
号
中
「
予
防
要
員
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
予

防
要
員
の
数
か
ら
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
数
を
除
い
た
数
」
と
読
み
替
え

防
要
員
の
数
か
ら
警
防
要
員
を
も
っ
て
充
て
る
数
を
除
い
た
数
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
五
号

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
学
校
の
教
育
訓
練

の
基
準(

平
成
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

消
防
庁
長
官

青
木

信
之

第
五
条
第
一
項
中
「
救
急
科
」
の
下
に
「
、
准
救
急
科
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

准
救
急
科

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

救
急
業
務
及
び
救
急
医
学
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

応
急
処
置
に
必
要
な
解
剖
生
理
及
び
各
科
の
疾
病
状
況
に
関
す
る
知
識
を
有
し
て
お
り
、
応
急
処
置
時
に
お
け
る
的

確
な
観
察
及
び
判
断
能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ハ

応
急
処
置
に
必
要
な
技
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
こ
と
。

ニ

救
急
用
器
具
及
び
材
料
を
十
分
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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附
則
第
二
条
中
「
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
一
条
」
を
「
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省
令
第
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治

省
令
第
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
」
に
、
「
同
令
第
五
十
一
条
の
二
」
を
「
旧
令
第

五
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
７
を
別
表
第
二
８
と
し
、
別
表
第
二
６
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。

７
准

救
急

科

教
科

目
単

位
時

間
数

救
急

業
務

及
び

救
急

医
学

の
基

礎
1
5

応
急

処
置

の
総

論
4
2

病
態

別
応

急
処

置
1
5

特
殊

病
態

別
応

急
処

置

実
習

及
び

行
事

2
0

計
9
2
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

◎

消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
（
平
成
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
）

（
消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
）

第
五
条

消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
は
、
警
防
科
、
特
殊
災
害
科
、
予
防
査
察

第
五
条

消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
は
、
警
防
科
、
特
殊
災
害
科
、
予
防
査
察

科
、
危
険
物
科
、
火
災
調
査
科
、
救
急
科
、
准
救
急
科
及
び
救
助
科
の
種
別
ご
と

科
、
危
険
物
科
、
火
災
調
査
科
、
救
急
科

及
び
救
助
科
の
種
別
ご
と

に
行
う
も
の
と
す
る
。

に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
の
到
達
目
標
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
科
の
種

２

消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
の
到
達
目
標
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
科
の
種

別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

救
急
科

次
に
掲
げ
る
も
の

六

救
急
科

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

救
急
業
務
及
び
救
急
医
学
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と

イ

救
急
業
務
及
び
救
急
医
学
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と

。

。

ロ

応
急
処
置
に
必
要
な
解
剖
生
理
及
び
各
科
の
疾
病
状
況
に
関
す
る
専
門
的

ロ

応
急
処
置
に
必
要
な
解
剖
生
理
及
び
各
科
の
疾
病
状
況
に
関
す
る
専
門
的

知
識
を
有
し
て
お
り
、
応
急
処
置
時
に
お
け
る
的
確
な
観
察
及
び
判
断
能
力

知
識
を
有
し
て
お
り
、
応
急
処
置
時
に
お
け
る
的
確
な
観
察
及
び
判
断
能
力

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ハ

応
急
処
置
に
必
要
な
専
門
的
技
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
こ
と
。

ハ

応
急
処
置
に
必
要
な
専
門
的
技
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
こ
と
。

ニ

救
急
用
器
具
及
び
材
料
の
取
扱
い
に
関
し
て
精
通
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

救
急
用
器
具
及
び
材
料
の
取
扱
い
に
関
し
て
精
通
し
て
い
る
こ
と
。

七

准
救
急
科

次
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

イ

救
急
業
務
及
び
救
急
医
学
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と

。
ロ

応
急
処
置
に
必
要
な
解
剖
生
理
及
び
各
科
の
疾
病
状
況
に
関
す
る
知
識
を

有
し
て
お
り
、
応
急
処
置
時
に
お
け
る
的
確
な
観
察
及
び
判
断
能
力
を
備
え

て
い
る
こ
と
。



- 2 -

ハ

応
急
処
置
に
必
要
な
技
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
こ
と
。

ニ

救
急
用
器
具
及
び
材
料
を
十
分
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

八

救
助
科

（
略
）

七

救
助
科

（
略
）

３

消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
の
標
準
的
な
教
科
目
及
び
単
位
時
間
数
は
、
科

３

消
防
職
員
に
対
す
る
専
科
教
育
の
標
準
的
な
教
科
目
及
び
単
位
時
間
数
は
、
科

の
種
別
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

の
種
別
に
応
じ
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
別
表
第
二
４

第
二
条

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
別
表
第
二
４

⑶
に
規
定
す
る
救
急
Ⅱ
課
程
は
、
当
分
の
間
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

⑶
に
規
定
す
る
救
急
Ⅱ
課
程
は
、
当
分
の
間
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六

す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
防

年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
一
条

法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
に
定
め
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
旧
令

に
定
め
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
同
令

第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た

第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た

者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が

者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

別
表

第
二

別
表

第
二

消
防

職
員

に
対

す
る

専
科

教
育

の
科

の
種
別

並
び

に
そ

の
標

準
的

な
教

科
目

及
び

消
防

職
員

に
対

す
る

専
科
教

育
の

科
の

種
別

並
び

に
そ

の
標

準
的

な
教
科

目
及

び

単
位

時
間

数
単

位
時

間
数

１

～５

（略

）

１

～５

（略

）

６
救
急

科
６

救
急

科

教
科

目
単

位
時

間
数

教
科

目
単

位
時

間
数

救
急

業
務

及
び

救
急

医
学

の
基

礎
5
0

救
急

業
務

及
び

救
急

医
学

の
基

礎
5
0

応
急

処
置

の
総

論
7
3

応
急

処
置

の
総

論
7
3
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病
態

別
応

急
処

置
6
7

病
態

別
応

急
処

置
6
7

特
殊

病
態

別
応

急
処

置
2
5

特
殊

病
態

別
応

急
処

置
2
5

実
習

及
び

行
事

3
5

実
習

及
び

行
事

3
5

計
25

0
計

2
5
0

７
准

救
急

科

（
新
設
）

教
科

目
単

位
時

間
数

救
急

業
務

及
び

救
急

医
学

の
基

礎
1
5

応
急

処
置

の
総

論
4
2

病
態

別
応

急
処

置
1
5

特
殊

病
態

別
応

急
処

置

実
習

及
び

行
事

2
0

計
9
2

８
救

助
科

（略

）

７
救

助
科

（略

）


